
令和８年５月２５日  
生徒・保護者 様  
                           広島市立美鈴が丘高等学校長 
                             

非常災害時等における臨時休校等の判断基準の改訂について（お知らせ）  
 

初夏の候、保護者の皆様には、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素より、本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、感謝申し上げます。  
さて、令和８年５月２９日より導入される「新たな防災気象情報（国土交通省）」に対応

するため、本校での非常災害時等における臨時休校等の判断基準を一部改定し、お示しい

たします。  
なお、基準内でもご家庭で通学路の安全が確保されていないと判断をされた場合は、お

子様を登校させずに自宅待機をさせてください。  
 

記 
 
１ 「広島市」等の気象情報が以下の場合  

  区分 午前６時以降 午前８時現在 午前１０時現在 

１ 

警戒

レベ

ル４ 

佐伯区美鈴が丘小学校区に 

避難指示（警戒レベル４） 
自宅待機 

解除されていれ

ば、下記２・３に

準じる 

解除されていれば、下

記２・３に準じる 

解除されない場合、臨

時休校 

２ 

台風

接近

時 

暴風警報 

広島市域に１つ

でも発表されて

いれば自宅待機 

解除されていれ

ば 9:30 までに登

校、第２限（9:50）

より授業 

解除されていれば

11:30 までに登校、第

４限（11:50）より授業 

解除されない場合、臨

時休校 

大雨警報（レベル３以上） 

土砂災害警報（レベル３以上） 

氾濫警報（レベル３以上） 

３ 

台風

接近

時 

以外 

大雨警報（レベル３以上） 

広島市佐伯区ま

たは西区のいず

れかに２つ以上

発表されていれ

ば自宅待機 

警報が１つに、ま

たはすべて解除

されていれば

9:30 までに登

校、第２限（9:50）

より授業 

警報が１つに、または

すべて解除されていれ

ば 11:30 までに登校、

第４限（11:50）より授

業 

解除されない場合、臨

時休校 

土砂災害警報（レベル３以上） 

氾濫警報（レベル３以上） 

大雪警報 

暴風雪警報 

 

＊ 定期考査中に左記の午前８時現在または午前１０時現在に登校可能になった場合は、

次の時間帯で定期考査を実施いたします。 

   ・ 午前 ８時現在で登校可能になった場合 

１０：００登校 １限１０：２０～１１：１０ ２限１１：２５～１２：１５ 

        昼食 ３限１３：００～１３：５０（昼食の用意をしてください。） 

・ 午前１０時現在で登校可能になった場合 

１３：００登校 １限１３：２０～１４：１０ ２限１４：２５～１５：１５ 

           ３限１５：３０～１６：２０ 

   ・ 考査中は、食堂営業及びパン販売はありません。 

※新制度では、従来の「洪水警報」が市町村単位で発表されなくなり、河川ごとの「氾濫

警報」または「大雨警報」に集約されます。  



２ 広島市において「特別警報（警戒レベル５相当）」が発表された場合  
 ① １７時から２４時までに発表された場合は、翌日を臨時休校とします。  
 ② ０時から８時３０分までに発表された場合は、当日を臨時休校とします。  
 ③ 「登校中に特別警報が発表され、学校に登校した場合」、「在校中に特別警報が発表

された場合」、「下校中に特別警報が発表され、学校に戻ってきた場合」は、原則とし

て、次のように対応いたします。  
・ 原則として、保護者が引き取りに来るまで、学校待機とします。 

 ・ 災害の状況により、保護者と連絡が取れ、安全が確認できれば、順次下校させま

す。 
 

３ 広島市において｢震度５弱｣以上または「長周期地震動階級３」以上が観測された場合 
 ① １７時から２４時までに発生した場合は、翌日を臨時休校とします。  
 ② ０時から８時３０分までに発生した場合は、当日を臨時休校とします。  
 ③ 「登校中に地震が発生し、学校に登校した場合」、「在校中に地震が発生した場合」、

「下校中に地震が発生し、学校に戻ってきた場合」は、原則として、次のように対応

いたします。  
・ 原則として、保護者が引き取りに来るまで、学校待機とします。 

 ・ 災害の状況により、保護者と連絡が取れ、安全が確認できれば、順次下校させま

す。 
 
４ 非常災害時の登下校における留意事項  

① できるだけ１人で登下校しないようにしてください。  
② 事前に、登下校の道順、交通手段などを家庭に伝えておくようにしてください。下

校時には、事前に家庭へ連絡してから下校してください。  
③ 交通手段の被災などによって、登校できない状態になった場合は、速やかに学校へ

連絡してください。  
④ 交通機関の運休や道路の通行止めなどにより、緊急に帰宅できなくなった場合は、 

近くの避難場所（公民館、寺院、集会所、学校、企業の体育館等があれば、緊急の避

難場所になっている場合が多い。）へ行き、そこから、家庭や学校等に自分の居場所と

状況（怪我の有無など）を連絡してください。 
⑤ 万一、自分が怪我をした場合や家族が被災した場合は、速やかに学校へ連絡してく

ださい。  
 
５ Classi の「校内グループ」機能を利用した連絡 

非常災害時や急な学校行事変更が発生した場合に、保護者の皆様に対して Classi の校

内グループ機能を用いて、迅速かつ確実に情報をお伝えします。保護者用の ID とパスワ

ードからログインをして、確認しておいてください。 


